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１．目標及びインセンティブの設定

２．事業計画の策定

３．収入上限算定の全体像



論点２．事業計画の策定
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本日ご議論いただく論点

① 事業計画の全体構成
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（参考）一般送配電事業者が策定すべき事業計画の内容
 一般送配電事業者は、国が示した指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の策定

や収入上限の算定を行うこととなる。

 その事業計画では着実な投資の実施に向けて、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標を明確に
するとともに、以下の内容を盛り込むことにすべきではないか。また、効率化の取り組みについても同様に、目標
を明確にすべきではないか。

 一般送配電事業者が策定すべき事業計画の内容

成果目標、行動目標 一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標（安定供給、広域化、
再エネ導入拡大、系統利用者へのサービス品質等の目標）

発電、需要見込みや再エネ連系量予測 等

新設工事や増強工事の方針、投資数量と金額

アセットマネジメント等の手法に基づく更新投資、修繕の方針、投資数量と
金額

仕様統一化や競争発注等を通じた効率化取組施策

前提計画

設備拡充計画

設備保全計画

効率化計画

2020年7月30日
第1回料金制度専門会合資料3



【１章】 目標
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【２章】 前提計画
発電、需要見込みや再エネ連系量予測 等

効率化計画

設備保全計画

その他計画

【３章】 目標を実現するための事業計画停電対応

設備拡充

設備保全

接続（再エネ・需要家）

仕様統一、系統運用の広域化

デジタル化（ステークホルダーと協議）

安全性・環境性への配慮
（ステークホルダーと協議）

分散グリッドの推進

連系線・基幹系統：投資の方針、件名毎の工事計画、投資金額、工期等
ローカル・配電系統：投資の方針、投資総額、数量等（高経年化対策等
の目的別に記載）

これまでの効率化の取組、申請時に見積費用に反映した効率化の取組計画
（工事効率化等）

要員計画（要員数等の見通し）、次世代化計画（次世代化に向けた具
体的な取組内容、投資金額、効果）

供給計画

マスタープラン

アセマネ
ガイドライン

※上記の内容と整
合的になるよう各
事業計画を策定。

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

 一般送配電事業者は、国が示した指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の策定や収入上限の
算定を行うこととなる。

 その事業計画においては、各目標項目を達成するために必要な投資内容等（投資の方針、数量や金額等）を記載すること
が必要ではないか。

 なお、事業計画の内容は、一般送配電事業者が届出る供給計画及び広域機関が策定するマスタープラン、アセットマネジメン
トガイドライン等の内容と整合的になるよう策定することにより、投資等の適切性を担保することとしたい。

論点２．事業計画の全体構成（イメージ）

設備拡充計画
連系線・基幹系統：投資の方針、件名毎の工事計画、投資金額、工期等
ローカル・配電系統：投資の方針、投資総額、数量等

※供給計画と事業
計画の内容重複を
避けるため、双方の
連携について今後
議論する。

広域機関
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１．目標及びインセンティブの設定

２．事業計画の策定

３．収入上限算定の全体像



論点３．収入上限算定の全体像
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本日ご議論いただく論点

① 収入上限算定の全体像
② 一般送配電事業者に効率化を促す仕組み
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（参考）一般送配電事業者における収入上限の算定方法
 一般送配電事業者は、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の実施に必要な費用をもとに収

入上限を算定し、国に提出する。

 収入上限の算定方法については次回以降、議論することとしたい。

外生的な
費用

公租公課

設備関連費
（CAPEX）

一般経費

減価償却費

その他

事業計画の実施に必要な費用を見積もり（イメージ）

事業経費
（OPEX）

調整力費用

事業計画 収入上限

X+2年
計画X+1年

計画
X年
計画

・・・・
✓ ✓

利益

収入上限

実
績
費
用

期初に収入上限を承認するが、外生的な
費用変動については期中または翌期に調
整を行う。

その他

委託費

人件費

その他

✓

2020年7月30日
第1回料金制度専門会合資料3
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論点３－①．収入上限算定の全体像
 一般送配電事業者は、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の実施に必要な費用を見積もって収入上限を算

定し、国に提出。国は、その見積費用が適正か否かの査定を行う。
 見積費用の査定にあたっては、その費用特性を踏まえ、①CAPEX（新規投資・更新投資）②OPEX（人件費・委託費

等）等に区分し、統計査定なども用いて事業者間比較による効率的な単価・費用の算定を行うこととしてはどうか。なお、査
定方法の詳細については、今後、料金制度ワーキンググループにて議論をしてまいりたい。

OPEX（人件費・委託費等）

一
定
期
間
に
達
成
す
べ
き
目
標
を
明
確
に
し
た

事
業
計
画
の
策
定
【
一
送
】

CAPEX（新規投資・更新投資）

事
業
計
画
の
実
施
に
必
要
な
費
用
見
積
り
【
一
送
】

見
積
費
用
の
査
定
【
国
】

送配電設備の確実な増強と更新 コスト効率化

コスト効率化

 設備投資については必要な投資を効率的な単価で行うことが重要。
 投資量については、送配電設備の確実な増強と更新の観点から、必要な
投資量が確保されていることを確認する。

 単価については、コスト効率化の観点から、過去実績等に基づく単価の確
認（個別査定）や事業者間比較による効率的な単価の算定（統計査
定）を行う。

 コスト効率化の観点から、費用全体に対し、主に事業者間比較による効
率的な費用の算定（統計査定）を行う。

送
配
電
設
備
の
確
実
な

増
強
と
更
新

コ
ス
ト
効
率
化 その他費用（既存減価償却費、制御不能費用等）

※見積費用の査定結果を踏まえ、必要に応じて申請された事業計画の変更を求めることもある。
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論点３ー②．一般送配電事業者に効率化を促す仕組み
 託送料金制度の狙いは、一般送配電事業者における必要な投資の確保とコスト効率化を両立させることであ

る。
 コスト効率化には、統計査定を通じた一般送配電事業者間の横比較によって、効率化が遅れている一般送

配電事業者の効率化を促す方法が考えられる。
 さらに、業界全体の創意工夫、技術革新に向けた取組を促すために、生産性向上見込み率等を用いた効率

化係数を設定することとしてはどうか。

費用査定
（統計査定の活用）

一般送配電事業者
間の横比較

効率化係数の設定

効率化が遅れている一般送配
電事業者の効率化を促す
※地域独占により競争が働きにくいこと
への対応

一般送配電事業者の将来的
な効率化を促す
※業界全体の創意工夫、技術革新を
促す対応

コスト効率化

生産性向上見込み
率等を用いた査定
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（参考）効率化係数の設定
 効率化係数の設定において、参照する指標として例えば以下のような方式が考えられる。

 詳細については、料金制度ワーキンググループにおいて検討を予定している具体的な費用査定（統計手法
等）の詳細設計とあわせて今後、議論する。

方式 概要 水準
（＋はコスト効率化、▲はコスト増加）

① 労働生産性上昇率
準拠方式 労働生産上昇率を用いて係数を設定

全産業：▲1.0%（2018年）
電気・ガス・水道：1.2%（2018年）
※日本生産性本部公表の就業者1人あたり実質労働生
産性上昇率を参照

② 他業種等参照方式 他業種（例：インフラ業種）で適用されて
いる効率化係数を適用

電気通信：7.0%（2019年）
※NTT東日本、西日本におけるユニバーサルサービスに係る
設備利用部門の効率化計画で見込んだ効率化率を参照

③ 過去実績準拠方式 過去の効率化実績や託送料金の低減率を
用いて係数を設定

0.5%（2018年）
※一般送配電事業者10社合計の前年対比の実績費用
減少率を参照

④ フル生産性準拠方式 全要素生産性（TFP）向上率を用いて係
数を設定

▲0.8%（2018年）
※日本生産性本部公表の全要素生産性上昇率を参照
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（参考）ドイツにおける効率化係数の設定
2019年3月4日

第6回次世代技術を活用した新たな
電力プラットフォームの在り方研究会参考資料


